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〔議第４６号〕 

美濃加茂市議会議員の請負の状況の公表に関する条例について 

                    【議案書（議会提案）：１頁】 

【議案書（委員会提案）： 頁】 

 

【議員提案】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎  制定の趣旨 

地方自治法及び地方自治法施行令の一部が改正され、議員に係る請負に関す

る規制の緩和がなされたことに伴い、議員個人による請負の状況を公表するこ

と等により、請負の状況の透明性を確保し、議会の運営の公正及び事務執行の

適正を図ることを目的に、条例を制定するものです。 

 

◎ 条例の概要 

 第１条 この条例の目的を規定します。 

第２条 報告の事項等を規定します。 

第３条 報告の一覧の作成及び公表について規定します。 

第４条 報告等の保存及び閲覧等について規定します。 

 第５条 委任について規定します。 

 

 

◎ 施行期日（附則） 

この条例は、令和６年４月１日から施行し、令和５年４月１日に始まる会計

年度における請負から適用するものです。 
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〔議第４７号〕 

美濃加茂市議会議員会委員会条例の一部を改正する条例について 

                    【議案書（議会提案）：３頁】 

【議案書（委員会提案）： 頁】 

 

【議員提案】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎  改正の概要 

令和５年１２月に美濃加茂市部設置条例の一部を改正する条例についてが

議決され、令和６年４月１日から都市政策部が建設水道部に統合されることに

伴い、企画建設常任委員会の所管の「都市政策部の所管に属する事項」を削り

ます。また、字句等を整理するものです。 

 

◎ 改正の主な内容 

 〇 第２条 企画建設常任委員会の所管から都市政策部を削ります。 

〇 第２１条、第２２条、第２４条、第２５条及び第２８条の字句等を整理し

ます。 

 

◎ 施行期日（附則） 

 この条例は、令和６年４月１日から施行するものです。 
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〔議第４８号〕 

美濃加茂市議会会議規則の一部を改正する規則について 

【議案書（委員会提案）：５頁】 

 

【議員提案】 

 

 

 

◎  改正の概要 

現在の社会情勢等に照らし改正が適当と判断された事項を修正します。ま

た、字句等を整理するものです。 

 

◎ 改正の主な内容 

○ 会議時間（第９条） 

  第２項中「議会に宣告することにより」を追加し、第３項に会議時間以外の

会議時間の変更の規定を追加します。 

 ○ （第１９条、第９８条及び第１３７条関係） 

  承認を許可に改めます。 

 ○ 答弁書の配布（第１２３条） 

  朗読を配布に改めます。 

○ 請願の審査報告（第１４１条） 

  第１項中「意見を付け」を削り、第２項に必要があるときに意見を付けるこ

とができる規定を追加します。 

 ○ 携帯品（第１５０条） 

「外とう、えり巻、つえ、かさ」から「コート、マフラー、傘」に改めます。 

  また、「議長の許可を得たときは」から「会議への出席に必要と認められる

物であつて議長にあらかじめ届け出たものについては」に改めます。 

 ○ 代理弁明（第１５９条の２） 

  代理弁明の規定を追加します。 

 ○ 字句等を整理します。 

 

◎ 施行期日（附則） 

この規則は、公布の日から施行するものです。 


